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これまでの制度設計専門会合での事業者説明の概要 

○東京ガス（第１回） 
 

・大規模電源については「長距離送電量を低減する潮流改善効果」を、分散型電源については「設備の利用実態に応
じた潮流改善効果」を評価すべき。 

 

・長期（１５年程度）に渡って、発電事業者がインセンティブを受けられる蓋然性が高い仕組みが必要。 
 

・アンバンドリング後は、送電コスト低減に資する電源立地のインセンティブを発電事業者に与えることを検討すべき。 
 

・制度趣旨に鑑みれば、発電事業者に直接インセンティブを与える仕組みが適切。 

 これまで、小売用途の大口発電設備を保有する東京ガスと昭和シェル石油、ローカル分散
型電源によるスマートコミュニティサービスを指向するソフトバンク、遠隔地電源を多く抱える再
エネ事業者の日本風力発電協会、大手新電力のF-Powerに対して、ヒアリングを実施。 

○ソフトバンク（第１回） 
 

・電圧（特高／高圧／低圧）毎に分けて検討してはどうか。 
 

・設備利用実態を考慮した割引制度としてはどうか。 
 

・分散電源（ＥＶ、蓄電池等）を含めた全ての電源を対象としてはどうか。 
 

・新サービスに迅速に対応できるように、柔軟な変更が可能な制度とすることが重要。 
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○日本風力発電協会（第３回） 
 

・公平性の観点で、全国一律の託送料金の設定を検討すべきではないか。 
 

・海外のインセンティブ規制等を参考に、託送料金を低廉化するための戦略的・長期的な制度の導入を考えるべき。 
 

・地域の垣根を越えた広域運用の拡大等が確実に進められるべき。 
 

・分散型電源を促進するためには、現行制度の考え方（送電ロス減少と設備投資抑制）を継続することが望ましい。 



これまでの制度設計専門会合での事業者説明の概要 

○昭和シェル石油（第４回） 
 

・需要地近接性評価割引について、基幹系のロス改善効果に着目した割引単価の設定、基幹系変電所に着目した割
引対象地域の設定、割引対象の既設電源に対する割引条件の維持、割引対象電源の基準の設定（一定規模以
上の電源に限定）、発電事業者へ割引を直接還元させる方式への変更等を措置すべきではないか。 

 

・託送料金の負担の在り方について、契約上、低圧電源から低圧需要に供給する場合であっても、上位電圧の設備分
の負担を求めるべきではないか。分散型電源に対しては、託送料金制度とは別のスキームで導入促進策を実施すること
が可能ではないか。費用負担ガイドラインにおける「一般負担の限界」については、解釈を明確化すべきではないか。 

 

・需要誘導インセンティブを新たに検討してみてはどうか。 

○Ｆ－Ｐｏｗｅｒ（第４回） 
 

・需要地近接性評価割引について、割引は引き続き小売事業者が受けるべき。また、割引対象地域の設定に際しては、
可能な限り定量的に評価すべき。 

 

・送配電ロスについて、シミュレーション結果ではなく実績に応じて算定できる。 
 

・市場分断について、連系線マージンの必要量について議論すべき。ＪＥＰＸの収入に計上されている市場間約定代
金差額は、関係事業者に還元するか、新規設備増強に補填すべき。ＦＣの混雑については、金融的送電権をベース
に検討を進めてみてはどうか。 
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3 これまでの制度設計専門会合での委員等のコメントの概要① 
 設備利用の考え方に関するコメント 
– 「基幹系統を使用しない場合」ということはなく、契約上はそうであっても、必ず上位の大規模ネットワークから調整力が
入っているはず。 

– 系統利用の面では、アンシラリーサービスも含めて需要地で利用される電気の品質を送配電系統全体で維持している。
電気の流れは下位系になるほど日々変化しており、加えて、特定の電源から特定の需要への電気の流れを物理的に
特定することは困難。 

– 低圧につながった電源をアグリゲートして販売する場合、低圧のバンク内に収まることはなく、当然高圧も使う。 
– 上位系統を使用していないというのはミスリーディング。分散型電源は相対的に上位系統への負担が少ないので、遠
隔地の大電源から需要地にもってくることを前提に作られた託送料金の体系では不利だということ。 

 送配電ロス、潮流改善に着目したコメント 
– 調整力はアンシラリーサービスとして上位系統からきているのは確かだが、実流量に関しては、低圧部分しか使っていな
いことによる流量の削減効果がある。 

– 大規模電源から需要地に下ろしてくるビジネスモデルが主流の中、わずかな量の分散型電源が入れば、明らかに潮流
改善効果が出てくる。この点が適切に評価される託送料金の体系を抜本的に見直して作っていかなければならない。 

– 潮流改善は本来物理量であり、もっと定量的に議論ができないか。例えば、分散電源を置いた場合の経済効果の試
算がなければ、観念的な絵だけで議論するのは難しいのではないか。 

– 送電ロスを減らすには上流の基幹ネットワークを管理することが一番効果的。 
– ロスの低減には基幹系統が重要である一方で、下位系統で潮流改善を行うこともとても大事。 

※第１回、第３回及び第４回制度設計専門会合の議事概要をもとに整理 
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これまでの制度設計専門会合での委員等のコメントの概要② 
 公平性の観点からのコメント 
– 特定の事業者のメリットではなく、ネットワーク利用者全体のメリット等を論ずるべき。 
– 託送料金の割引分は誰かが負担することになる。全体最適の観点から議論すべき。 
– 誰かの託送料金を割り引くことは、誰かの負担を増やすことである。託送部門は規制下にあり、割引を制度化するので
あれば定量的な論拠が必要。割引制度の目的は、分散型電源の導入ではなく３Ｅ＋Ｓであることを認識した上で議
論すべき。 

– 現行の託送制度は特定の事業者にとって有利な側面がある。 
– 事業者の立場から考えれば、長期のインセンティブが有り難いということは分かるが、全体最適の観点で合理的なのか
考える必要がある。 

 広域的な設備形成の関連でのコメント 
– すべてのネットワーク利用者にとっての公平性、広域的に望ましい設備形成の実現という観点から、日本の送配電ネッ
トワークを考えるべき。 

 全国一律の制度設計に関するコメント 
– 将来的にはＦＩＴ制度も無くなり、風力発電ビジネスも競争環境下に置かれる。そうした場合、地域毎に託送料金
が異なることはビジネス制約になる。 

– 全国一律の託送料金制度について検討の余地はあるが、送電負担の小さい地域への立地は託送料金が安く、そうで
ない地域は高くなる方が自然。 

※第１回、第３回及び第４回制度設計専門会合の議事概要をもとに整理 
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これまでの制度設計専門会合での委員等のコメントの概要③ 
 託送料金の支払いに関するコメント 
– 託送料金を小売・発電の双方が払うようにし、売り先や発電場所に託送料金が依存するような制度を作ればよい。 

 料金制度にとどまらない託送制度全般を視野に入れたコメント 
– 需要地近接性割引や託送料金の割引だけに議論を集中するのではなく、託送料金の体系全体の話をするのが本来
の姿。 

– 託送料金のみならず、送電線の利用ルールなどとも直結するし、あるいは現在小売が払っている託送料金を発電と小
売に分けるとか、そのような大きな話と理解。全体の設計の中で何か重要か考える必要がある。 

– 近接性割引は同じ域内の潮流改善だけだが、連系線をまたぐ取引や、連系線を含めた基幹送電線の利用ルールなど
を抜本的に見直さなければならない。 

※第１回、第３回及び第４回制度設計専門会合の議事概要をもとに整理 
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